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第 1 章  はじめに 

 

 

  生活排水対策は、廃棄物行政の重要課題のひとつであり、環境保全の観点から健

全な水環境の保全を図る上で重要な役割を担っています。 

国では、河川など公共用水域の水質汚濁の大きな原因である台所・風呂等からの

生活雑排水を効率的に処理するため、下水道、合併浄化槽、農業集落排水施設等の

各種生活排水処理施設の特徴を生かし、地域の実情に応じた計画的な整備を図って

いくことを生活排水対策の重要点と定め、すべての市町村に対して、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第６条第１項の規定によ

り、その区域内における一般廃棄物処理の基本方針となる計画（一般廃棄物処理基

本計画）の策定が義務付けられており、当該計画は生活排水処理に関する部分（生

活排水処理基本計画）と、ごみ処理に関する部分（ごみ処理基本計画）により構成

されています。 

  本市では、都市計画区域における公共下水道事業と、納内地区、多度志地区の住

居密集地域における農業集落排水事業により処理施設の整備が行われていました

が、その他の地域では生活雑排水の大部分が未処理のまま放流されていたため、公

共用水域の汚染防止、生活環境の改善を図る必要があったことから、平成６年度に

「深川市生活排水処理基本計画」を策定するとともに、平成７年度からは個別排水

処理施設整備事業を開始して合併処理浄化槽の設置促進を図り、生活排水処理率の

向上に努めてきました。 

  今回、平成１６年度に策定した「生活排水処理基本計画」が平成２６年度で目標

年次に到達することから、最近の生活排水全般に関する実態の把握と今後の生活排

水対策の方向性を認識し、さらなる生活排水処理率の向上を図るため、現「生活排

水処理基本計画」を改定することとしたものです。 
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第 2 章  行政区域の概要 

 

 

１．沿 革 

昭和３８年に隣接する４カ町村（深川町、一已村、音江村、納内村）の合併によ

り深川市が誕生しました。さらに同４５年、隣接する多度志町と合併し、現在の深

川市が形成されています。 

 

２．自然環境の状況 

（1）位置及び地勢 

本市は北海道のほぼ中央に位置し、東は旭川市、西は滝川市、妹背牛町、秩父別町、

沼田町、南は芦別市、赤平市、北は幌加内町、小平町の４市５町に隣接し、面積は５

２９．２３k ㎡で、東西２２㎞・南北４７㎞におよんでいます。 

    本市の北部から南に雨竜川が、南部を東西に石狩川が貫流し、この両河川を中心に

両翼に開けた平地に市街地と農耕集落が形成され、南に音江連峰、東に常盤山を擁し、

南北に長い姿をなしています。 

 

（2）気象 

気候は、やや大陸的で道内都市の中では中庸を示し、しのぎやすくなっています。 

過去８年間の平均気温の平均は 7.1 度、最高気温の平均は 31.8 度、最低気温の平

均は零下 23.４度、最深積雪の平均は 10９cm である。 

 

表２－１ 気象の概況 

資料：札幌管区気象台 
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年度 

気   温℃ 降 水 量 mm 最深積雪 cm 

平均 最高 最低 総量 日数 最大 深さ 起日 

18年 6.9 32.2 -22.6 1,001 185 50 129 2/19 

19年 7.1 33.1 -21.5 830 171 38 76 1/24 

20年 7.6 30.7 -27.3 732 126 45 84 2/28 

21年 6.9 31.1 -20.6 998 138 71 94 2/28 

22年 7.5 32.7 -23.9 1,025 225 48.5 108 2/20 

23年 6.8 31.2 -22.5 1,355 156 146.5 104 1/22 

24年 6.8 31.3 -24.1 1,173 143 70 142 2/13 

25年 6.8 31.7 -24.3 998 136 42 138 3/12 



 

 

３．社会環境の状況 

 

（1）国勢調査による人口の推移は表２－２のとおりである。 

   本市の人口は合併前ではあるが、昭和３０年の国勢調査時の４２，５２０人をピーク

に減少が続いており、昭和３５年以降を１０年毎に見ると、昭和５５年までは３，００

０人程度の減少であったが、昭和６０年から平成７年にかけては５，０６３人、と大幅

に減少している。 

平成２６年３月３１日現在の人口（住民基本台帳）は２２，３５５人となっているが、

人口減少に対し、世帯数はほぼ横ばい状況であり、核家族化が進行していると言える。 

人口流出は、産業、社会、生活基盤整備の遅れや、新規学卒者の雇用を確保する企業

等の不足、担い手不足による離農等による生産年齢層の市外転出が大きな要因と考えら

れる。 

   年齢階層別人口では、０～１４歳までの年少人口が、出生率の低下などが要因となり

昭和３５年以降高い減少率を示している。その一方で６５歳以上の老齢人口は、逆に平

成７年に高齢者比率が 20%を超え、平成 22 年には、34.9%と比率とともに急激な増

加を示しており、高齢化が急速に進んでいる。 

 

表２－２ 人口の推移（国勢調査結果） 

 

（2）産業別就業人口は表２－３のとおりである。 

   国勢調査による最近１０ヵ年（平成１２年～平成２２年）の推移を見ると、第１次産 

  業の就業人口が１０ヵ年で７５８人、第２次産業は１，２３０人、第３次産業は９４０ 

人とそれぞれ減少している。 

特に本市の基幹産業である農業の減少が目立ち、産業人口構成比においても昭和３５ 

年には６０．１％であったものが、平成２２年には、１９．２％と大幅に減少しており、

その主な要因は農業経営者の高齢化や担い手不足等による離農が進んだものと考えられ

る。 
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年 次 世 帯 数 

人   口 人 口 指 数 

総  数 男 女 (S30 を基準) 

昭和３０年 7,662 42,520 21,230 21,290 100.0 

昭和３５年 8,358 41,590 20,526 21,064 97.8 

昭和４０年 9,196 39,812 19,458 20,354 93.6 

昭和４５年 10,101 38,378 18,726 19,647 90.3 

昭和５０年 10,345 36,000 17,295 18,705 84.7 

昭和５５年 10,911 35,376 16,915 18,461 83.2 

昭和６０年 11,056 33,833 16,206 17,627 79.6 

平成 ２年 10,618 30,671 14,330 16,341 72.1 

平成 ７年 10,746 28,770 13,375 15,395 67.7 

平成１２年 10,945 27,579 12,906 14,673 64.9 

平成１７年 10,554 25,838 12,044 13,794 60.8 

平成２２年 10,100 23,709 10,987 12,722 55.8 



 

 

表２－３ 産業別就業者数（国勢調査結果） 

 

（3）土地利用 

本市の土地は総面積５２，９２３ヘクタールで、田・畑２３．０％、宅地１．７％、

山林原野５９．５％等で構成されている。 

また、耕地面積は１２，１４２ヘクタールあり、道内でも有数の農産物の宝庫である。 

 

表２－４ 地目別面積 

資料：固定資産概要調書（平成２６年１月１日現在） 

 

 

（4）交 通 

本市の交通網は、道央自動車道及び深川留萌自動車道を基軸として、国道１２号、 

２３３号、２７５号の３路線のほか道道１３路線と市道が縦横に結ばれ碁盤の目のよう

形成され、地域の発展と経済の交流に大きな役割を果たしている。 

また、鉄道ではＪＲ函館本線、留萌本線が発着しており、札幌を中心とする道央と旭

川を中心とする道北地区を結ぶ交通の要衝となっている。 
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年 次 

 

 

区 分 

平成１２ 年 平成１７ 年 平成２２ 年 

就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比 

第 1 次産業 2,824 20.7 2,488 20.3 2,066 19.2 

第２次産業 2,606 19.1 1,940 15.5 1,376 12.8 

第３次産業 8,218 60.2 7,815 63.8 7,278 67.5 

総就労者数 13,648 12,243 10,720 

総 人 口 27,579 25,838 23,709 

就業率 ％ 49.5 47.4 45.2 

地  目 面  積(ha) 構 成 比(%) 地   目 面  積(ha) 構 成 比(％) 

田 9,134 17.3 原  野 2,377 4.5 

畑 3,008 5.7 池  沼 96 0.2 

宅   地 895 1.7 雑 種 地 685 1.3 

山   林 29,129 55.0 そ の 他 7,599 14.3 



 

 

４．将来計画の策定状況 

 

本計画の上位計画となる「第五次深川市総合計画」は、平成２４年度を基点とし平成３

３年度を目標年次とする計画で、本市の特性を生かし、市民と行政が一体となって新しい

時代に対応した計画的なまちづくりを進めることを目的に平成２４年度に策定されました。 

 

【基本的まちづくりの分野】 

 

 Ⅰ  福祉・健康・医療に関する分野 

 

Ⅱ 経済・産業に関する分野 

 

Ⅲ 快適な生活基盤の構築に関する分野 

 

Ⅳ 人材育成と教育・文化・スポーツに関する分野 

 

 

生活排水処理に関しては、以下の事項が挙げられています。 

 

【基本構想】 

 

Ⅲ 快適な生活基盤の構築に関する分野 

    豊かで美しい自然環境の中で、市民が快適な生活を送ることができるよう、 

道路や住宅など生活インフラの整備を進める。 

 

【主要施策】 

 

１．自然との調和 

環境保全及び創造に関する施策推進のために定めた「深川市環境基本計画」が市民・

事業者・市、三者の協力のもとで達成できるよう努めるとともに、公共下水道事業をは

じめとする各種下水道関連事業と連携した、し尿処理施設の適正管理に努めます。 

２．水質保全と環境創出（下水道） 

管路整備は、道路整備事業に合わせて雨水管整備を進めます。公共下水道農業集落排水

事業における各浄化センター（下水道処理場）は、「長寿命化計画」などに基づき、効率

的で経済的な機器更新を実施するとともに、適切な維持管理に努めます。 

また、農村部の水洗化と周辺環境改善のため、個別排水処理事業（合併処理浄化槽の設

置）を継続して実施し、「市民みな下水道」を推進します。水洗化については、未水洗化

世帯に対する改造資金融資制度の活用など、普及促進に努めます。 

さらに、各処理場から発生する汚泥の「堆肥などへの再利用」を図り、安定的な処理・

処分を確立し、コストの削減と資源の有効利用を図ります。 
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第 ３ 章  処理基本方針の策定 

 

１．生活排水処理に係る理念・目標 

    本市の生活排水処理は、中心市街地域と音江地区で公共下水道事業による施設整備を

進めているほか、納内地区と多度志地区では農業集落排水事業による施設整備を完了し

ており、公共用水域の汚染防止並びに水洗化による生活環境の改善を図って来ている。 

  また、農家散居地区など集合処理が困難である広範囲な地域に亘る生活雑排水の処理

対策の必要性と緊急性が問われていることから、公共下水道及び農業集落排水の事業区

域以外の地域では、個別排水処理施設整備事業による合併処理浄化槽の整備を行って来

ている。 

このようなことから、生活排水の適切な処理を実現するために、地域の住民に対して

は、生活排水対策の必要性や重要性に対する意識の高揚を図るとともに、生活排水処理

の目標としては、公共用水域の水質改善を図ることにとどまらず、充実した住みよい快

適なまちづくりに資するものとする。 

 

２．生活排水処理施設整備の基本方針 

生活排水対策の基本として、水の適正利用に関する啓発を行うとともに、生活排水の

処理施設を逐次整備していくこととし、処理方法の選定にあたっては、処理人口の密集

度、地理的条件、維持管理の容易性及び経済性等を考慮し、地域の特性にあった処理方

法とする。 

生活排水の処理施設整備の基本方針は次のとおりとする。 

  ①公共下水道及び農業集落排水施設が整備されている地区は、本管への早期接続を促す。

また、施設整備を進行中の地区については、個別計画に基づき整備を行う。 

  ②集落の形態をなしていない農家地区及び集合処理を行うことにより経費負担が既存の

集合処理区域に比べ極端に増加が見込まれる地区については、各戸に設置する合併処

理浄化槽により処理を行う。 

  ③家庭や事業所をはじめ、より一層生活雑排水の処理を進めるため、個別の状況を勘案

しつつ合併処理浄化槽への転換を指導していく。 

 

３．計画目標年次の設定 

本計画における目標年次は、計画策定の１０年後の平成３６年度とする。 

なお、中間目標年次は特に設けないが、諸条件に大きな変動があった場合においては

必要に応じ、見直しを行うものとする。 
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第 ４ 章  生活排水の排出状況 

 

本市における生活排水の状況は、表４－１のとおりであり、平成２５年度においては計

画処理区域内人口２２，３５５人のうち１９，０９５人については、適正な処理がなされ

ている。 

コミュニティ・プラントについては、現在のところ実施の予定はない。 

公共下水道については、市街地域において昭和４７年から事業を実施、昭和５４年７月

から供用を開始している。また、広里地区と音江地区については、平成７年度より事業を

実施、平成１１年１１月から供用を開始している。 

農業集落排水については、納内地区を昭和６０年から平成２年度にかけて整備を行い、

平成２年６月から供用を開始している。また、多度志地区では、平成７年度から平成１０

年度にかけて整備を行い、平成１０年５月から供用を開始している。 

合併処理浄化槽については、平成７年度から個別排水処理施設整備事業を実施中であり、

制度や負担等について他事業との均衡を図るなどして普及に努めている。 

 

 

表４－１ 処理形態別人口の推移（単位：人） 
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 平 成 

21 年度 

平 成 

22 年度 

平 成 

23 年度 

平 成 

24 年度 

平 成 

25 年度 

１．計画処理区域内人口 23,858 23,538 23,215 22,847 22,355 

２．水洗化・生活排水人口 19,651 19,459 19,244 19,110 19,095 

 

(1) ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾄ ０ ０ ０ ０ ０ 

(2) 合併処理浄化槽 2,205 2,202 2,191 2,236 2,265 

(3) 公共下水道 15,689 15,579 15,372 15,239 15,268 

(4) 農業集落排水 1,721 1,678 1,681 1,635 1,562 

３．水洗化・生活排水未処理人口

（単独浄化槽） 

266 272 268 268 260 

４．非水洗化人口 ３,977 3,807  3,703 3,469 3,000 

５．計画処理区域外人口 0 0 0 0 0 



 

 

第 ５ 章  生活排水の処理主体 

 

  本市における生活排水の処理主体は、表５－１のとおりである。 

 

表５－１ 生活排水の処理主体 

処 理 施 設 の 種 類 対象となる生活排水の種類 処 理 主 体 

(1) 合併処理浄化槽 し尿及び生活雑排水 深川市または個人等 

(2) 公共下水道 し尿及び生活雑排水 深川市 

(3) 農業集落排水施設 し尿及び生活雑排水 深川市 

(4) 汚泥再生処理施設 し尿及び浄化槽汚泥 北空知衛生センター組合 

 

 

第 ６ 章  生活排水の処理計画 

 

１．処理の目標 

処理基本方針で掲げた理念、目標を達成するため、おおむね全ての生活排水を施設で処

理することを目標とし、地域の実情に即した処理方式を採用するものとする。 

 

表６－１ 生活排水の処理の目標 

 

 

表６－２ 人口の内訳 

 

 

                    
水洗化・生活排水処理人口 

   ※ 処 理 率 ＝  

                   
計画処理区域内人口 
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現    在 

（平成２５年度） 

目    標 

（平成３６年度） 

生活排水処理率 ８５％ ９０％ 

 現    在 

（平成２５年度） 

目    標 

（平成３６年度） 

１．行政区域内人口 ２２，３５５人 １９，２８８人 

２．計画処理区域内人口 ２２，３５５人 １９，２８８人 

３．水洗化・生活排水処理人口 １９，０９５人 １７，４１４人 



 

 

表６－３ 生活排水の処理形態別内訳 （単位：人） 

計画年次における計画処理区域内人口は、第五次深川市総合計画（平成 24 年 1 月策定）

の深川市の人口推移と予測に準じた。なお、この推計人口公表値は５年間隔のため、その

間の年度毎人口の予想値を直線式で求めると表６－４のとおりとなる。 

 

表６－４ 計画処理区域内人口の予測 

資料：年度末の住民基本台帳及び国立社会保障・人口問題研究所推計値 

 

 

－9－ 

 現    在 

（平成２５年度） 

目    標 

（平成３６年度） 

１．計画処理区域内人口 ２２，３５５ １９，２８８ 

２．水洗化・生活排水人口 １９，０９５ １７，４１４ 

 

(1) ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾄ ０ ０ 

(2) 合併処理浄化槽 ２，２６５ １，９５５ 

(3) 公共下水道 １５，２６８ １４，１０４ 

(4) 農業集落排水 １，５６２ １，３５５ 

３．水洗化・生活排水未処理人口 

（単独浄化槽） 

２６０ １４９ 

４．非水洗化人口 ３，０００ １，７２５ 

５．計画処理区域外人口 ０ ０ 

年 度 人口（人） 備 考 年 度 人口（人） 備 考 

１７ ２５，８３６ 実績 ２７ ２２，５２２ 予測 

１８ ２４，９５６ 〃 ２８ ２２，１６９ 〃 

１９ ２４，５７１ 〃 ２９ ２１，８１５ 〃 

２０ ２４，２２０ 〃 ３０ ２１，４６１ 〃 

２１ ２３，８５８ 〃 ３１ ２１，１０７ 〃 

２２ ２３，５３８ 〃 ３２ ２０，７５６ 〃 

２３ ２３，２１５ 〃 ３３ ２０，３８９ 〃 

２４ ２２，８４７ 〃 ３４ ２０，０２２ 〃 

２５ ２２，３５５ 〃 ３５ １９，６５５ 〃 

２６ ２２，８５１ 予測 ３６ １９，２８８ 〃 



 

 

２．生活排水を処理する区域及び人口等 

 

（1）集合処理する区域 

公共施設として下水道等の集合処理施設を整備する場合、経済性の面から整備限が生

じることは避けられず、また、効果的な資本投資からも行政区域全域を集合処理するこ

とは得策ではない。 

本市においては、公共下水道２地区及び農業集落排水事業２地区を整備しており、公

共下水道及び農業集落排水の計画区域以外の地域において、集落の密集度合等を勘案し、

集合処理を行う区域は現在の計画区域の部分までとし、その他の区域における生活排水

は個別処理する計画とする。 

 

（2）個別処理する区域 

公共下水道などにより集合処理する区域以外の地区では、個別に設置する合併処理浄

化槽により生活排水を処理するものとする。そのため、市では浄化槽を設置する制度及

び排水設備整備に対する資金融資制度の活用を図り、その普及に努めることとする。 

 

（3）施設及びその整備計画の概要 

排水処理施設整備事業の概要は、表６－５のとおりである。 

 

表６－５ 施設整備事業の概要 

 

 

３． し尿・汚泥の処理計画 

 

（1） し尿・汚泥処理の現況 

本市のし尿処理は、本市他５町により構成している北空知衛生センター組合において

昭和４２年１２月から実施しており、収集・運搬については業者に委託しています。 

また、浄化槽汚泥の収集・運搬についても許可業者により行い、処理は同センター組

合において行っています。 

し尿処理施設（汚泥再生処理センター）から出る汚泥の処理にあたっては、脱水処理

後、一部は堆肥として利用し、残りについては焼却後、本市の一般廃棄物処分場で埋立

て処分しています。 

公共下水道の汚泥は、脱水処理後に産業廃棄物処理業者に処分を委託し、農業集落排

水施設の汚泥については、脱水処理後に汚泥再生処理センターでし尿汚泥と同様の処分

を行っています。 

また、中・北空知地域の１６市町で構成され、平成２２年に策定された「中・北空知

地域循環型社会形成推進地域計画」（計画期間は平成２２年度から２７年度の５年間）に

おいても、生活排水処理に関する目標を設定しています。 
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 計画処理区域 計画処理人口 事業予定年度 

事  業  費 

見  込  額 

合併処理浄化槽 

集合処理区域以外

の地区 

3,290 

平成 7 年度～ 

平成 36 年度 

12 億円 

公共下水道 

市街地、あけぼの・

広里・音江地区 

15,890 

昭和 47 年度～ 

平成 32 年度 

162 億円 



 

 

（２）し尿の排出状況 

し尿の排出量実績については表６－６のとおりであり、し尿及び浄化槽汚泥の処理は

現在の形態で実施するものとする。 

 

表６－６ し尿の排出実績 

  資料：北空知衛生センターし尿等収集実績の内、し尿分を掲載 

 

（３）し尿等の排出量の予測 

目標年次におけるし尿等の排出量は表６－７のとおりと予測する。 

なお、予測にあたっては次の式により算出した。 

し  尿  量（ｋｌ／年）＝原単位（ｌ／人・日）×非水洗化人口  ×365 日÷1000 

単独浄化槽（ｋｌ／年）＝原単位（ｌ／人・日）×単独浄化槽人口×365 日÷1000 

合併浄化槽（ｋｌ／年）＝原単位（ｌ／人・日）×合併浄化槽人口×365 日÷1000 

 

予測にあたり原単位は以下の数値を用いた。 

し   尿 ： １．４７ ｌ／人・日（平成２１年度から２５年度の平均値） 

単独浄化槽 ： ０．７５ ｌ／人・日（構造指針解説参考値） 

合併浄化槽 ： １．２０ ｌ／人・日（構造指針解説参考値） 

※ 構造指針解説参考値 ＝ ごみ処理施設構造指針解説 

 

表６－７ し尿等の排出量の予測（目標年次） 

 

 

４．普及・啓発活動 

 

家庭から排出される生活排水が、生活環境の悪化や河川などの水質汚濁の要因になるこ

とや、適正な処理の必要性などについて広く周知するため、広報や、市のホームページへ

の掲載など啓発活動に努めます。 

  また、公共下水道区域以外の区域においては、浄化槽の普及を促進するとともに、設置

者や関係業者などに施設の適正な維持管理や水質検査を含めた浄化槽の定期的な保守点検、

清掃及び検査を徹底するよう指導します。 
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21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

非水洗化人口 4,030 3,870 3,766 3,541 3,000 

排出量（ｋｌ／年） 2,264 2,038 1,887 1,766 1,760 

原単位（ｌ／人・日） 1.54 1.44 1.37 1.37 1.61 

区     分 し   尿 単 独 浄 化 槽 合 併 浄 化 槽 

計画処理区域内人口 １，７２５人 １４９人 １，９５５人 

原単位（ｌ／人・日） １．４７ ０．７５ １．２０ 

排出量（ｋｌ／年） ９２６ ４１ ８５６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深川市生活排水処理基本計画 
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